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【８】道路・交通対策への要望  
 
（８－１）歩行者の安全のために求める道路対策  （ Ａ ～ Ｃ ´群 ： 大 人 全 員 へ の 質 問 ）  

 

★★… 車道と歩道の分離や狭い道の一方通行化などを多数が希望 …★★  
 
 歩行者の安全という視点での道路対策要望（回答は

複数選択式）で最も多いのは「車道と歩道の物理的区

分」である。「広い歩道と自転車専用道の確保」も同種

の意見とみなすと、８割以上の人が求めている。次い

で、狭い道での一方通行化や時間帯進入規制、進入原

則禁止などの対策や、歩車分離式信号の要望も多い。

横断歩道では右・左折車に脅かされ、安心して歩ける

歩道が少なく、狭い道にもクルマが絶えず侵入してく

るという現実（ｐ２０～２５参照）に対応する回答と

なっている。 
 ※回答選択肢のコミュニティーゾーンや歩車分離式

信号については、図説資料を質問用紙に添付した。 
 

（図８－１）歩行者の安全のための道路対策として望むこと（Ａ～Ｃ´群の回答）  
※回答は複数選択式。数字は選択した人の割合（回答群による差はわずかだったので全群の平均値を表示） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  子 ど も を 含 め た 歩 く 人 の 安 全 確 保 の た め に 、い ろ い ろ な 道 路 対 策 が 考 え ら れ ま す 。ヨ ー ロ ッ パ の 各 地

  で は 、歩 行 者 や 自 転 車 を 優 先 し た ま ち づ く り が 進 ん で お り 、日 本 で も そ う し た 取 り 組 み が 進 み つ つ あ

  り ま す 。 下 記 は 対 策 の 一 例 で す が 、 身 近 で は ど ん な 対 策 を と く に 望 み ま す か 。（ い く つ で も ○ を ）  

   1:車 道 と 歩 道 を 物 理 的 に 区 分 す る （ 歩 車 分 離 ）  2:車 道 の 車 線 を 減 ら し て 広 い 歩 道 や 自 転 車 専 用 道 を 確 保 す る  

   3:生 活 道 路 で は 、 車 が 徐 行 し て 通 る よ う な 工 夫 （ 道 路 を 蛇 行 さ せ る 、 軽 い 隆 起 ― ハ ン プ ― を 設 け る な ど ） を す る  

   4:歩 道 を と れ な い 狭 い 道 で は 車 は 一 方 通 行 に し た り 、ス ク ー ル ゾ ー ン な ど は 進 入 を 時 間 帯 制 限 す る

   5:人 と 車 が す れ 違 え な い よ う な 通 り は 車 の 進 入 を 原 則 禁 止 に す る  

   6:小 学 校 や 住 宅 街 を 中 心 と し た 一 定 エ リ ア 内 を 歩 行 者 優 先 区 域 と し 、 複 数 の 安 全 対 策 を 施 す （ コ ミ ュ ニ テ ィ ー ゾ ー ン ）

   7:横 断 歩 道 の 歩 行 者 横 断 時 間 を 長 く す る  8:横 断 歩 道 で 歩 行 者 が 横 断 中 は 右 折 車 ・ 左 折 車 も 通 さ な い 「 歩 車 分 離 式 信 号 」 に す る  

   9： そ の 他 お 考 え の 案  

質 問  
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（８－２）クルマの使い方・使われ方に求める対策  （ Ａ ～ Ｃ ´群 ： 大 人 全 員 へ の 質 問 ）  

 

★★… 公共交通網の充実と運転マナー教育への要望も多い …★★  
 
 安全と子どもの発育を守る視点でのクルマの使い

方・使われ方対策（回答は複数選択式）としては、「公

共交通網の充実によるマイカーからの利用転換」と「運

転マナー教育の向上」を望む人が約半数にのぼった。

公共交通網の充実を求める意見は「その他」欄にも多

く書かれており、クルマの使用を控えたくとも公共交

通網が貧弱なためにマイカー依存にならざるを得ない

背景がうかがえる。 
 また、クルマの走行規制ゾーンの拡大や自主的なク

ルマの使用制限、交通違反取り締まりや指導の強化が

３割を越えている。 

 
（図８－２）クルマの使い方・使われ方の対策として望むこと（Ａ～Ｃ´群の回答） 

※回答は複数選択式。数字は選択した人の割合（回答群による差はわずかだったので全群の平均値を表示） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  人 命 の 安 全 と 子 ど も の 健 や か な 発 育 を 守 る 視 点 で 交 通 環 境 を 改 善 し て い く に は 、車 の 使 い 方・使 わ れ

  方 に も 検 討 が 必 要 で す 。 ど の よ う な 対 策 が 必 要 だ と 思 い ま す か 。（ 思 う も の に い く つ で も ○ を ）  

   1:車 の 利 用 に 規 制 を か け て 走 行 量 全 体 を 減 ら す  2:自 主 的 に な る べ く 車 を 使 わ な い よ う に す る   

   3:車 の 走 行 規 制 （ 進 入 禁 止 や 一 方 通 行 化 、 時 間 規 制 な ど ） ゾ ー ン を 各 地 で 増 や す  

   4:鉄 道 や バ ス な ど 公 共 交 通 網 を 充 実 さ せ 、 マ イ カ ー か ら の 利 用 転 換 を は か る  

   5:ト ラ ッ ク に よ る 物 流 シ ス テ ム の 見 直 し を 図 る  6:運 転 マ ナ ー 教 育 を 向 上 さ せ る  

   7:免 許 取 得 基 準 を 引 き 上 げ る  8: 交 通 違 反 の 取 り 締 ま り や 指 導 強 化  9:そ の 他  

質 問  
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（８－３）道路・交通対策のその他の意見  （ Ａ ～ Ｃ ´群 ： 大 人 全 員 へ の 質 問 ）  
 

★★… 一部の規制より総合対策が必要という意見も …★★  
 
 道路・交通対策についての「その他」意見には、全

体で１２２件の意見が寄せられた。自転車道の確保、

公共交通網の充実や料金低廉化、カーシェアリング（ク

ルマの共同利用）、免許の年齢上限制限や更新時の教育

強化、市街地へのクルマ乗り入れ規制、ドイツなどの

例に見る総合交通対策など、多くの具体策が挙げられ

ている。また、一部の規制や対策だけでは逆に渋滞や

危険が増す、土地利用や公共交通網の計画的構想が必

要、といった、社会全体の見直しを求める意見も少な

くない。 
 

 ■ 「その他」欄への大人の記入意見（一部）（ Ａ ～ Ｃ ´群 の 回 答 ） ■   
※（ ）の数字は同種の意見が複数ある場合のその数 

 
■道路の改善策（２１） 
＊自転車道と歩道の区分を（６）＊段差のない幅の広

い歩道を（２）＊車道を広く＊電柱の地下埋設を＊車

道に面した公園に車止めを＊歩道橋は老人には苦痛。

ハンディのある人にやさしい道路に＊車の出入りのた

めに歩道をスロープ化したりガードレールをつけない

所が多いが、出入りの車の数より通行歩行者の数が多

い場合は歩道をフラットにし、開閉型のガードレール

の設置を＊どんな道にも歩道の確保。側溝にふたを＊

車を避けるために歩く人に遠回りさせるものはやめて

ほしい＊駅前コンコースのように車道の上に歩道を作

る、など 
 
■公共交通・公共輸送などの導入対策（１８） 
＊公共交通を充実させ、マイカーからの利用転換の政

策を（７）＊公共交通を利用しやすいように料金を下

げる（５）＊海運、川船の利用も再検討しては＊LRT
（低床路面電車）の導入＊交通機関の車両を車いすや

ベビーカーの方が利用しやすいものに＊バス鉄道等に

自転車を乗車させることにしたり、高速道路の下を自

転車道にしたりしては？＊市電を大都市で復活させる。

市電・バス・地下鉄・JR 私鉄を時間制限キップで乗り

換え自由にする（ドイツフライブルグの例あり）、など 
 
■車の利用規制・交通規制（１７） 
＊マイカーを持つのでなく各地域でシェア〔共有〕し

て台数を減らす（３）＊車庫のない人には車を売らな

い（２）＊市街地への車乗り入れへの規制、禁止を（２）

＊大型車の通行規制＊抜け道規制を。実家の前は抜け

道利用されて時速 40 キロくらいで走行している。＊マ

イカーは体力的にどうしても必要な人だけとする。特

に東京都市部は交通機関が網の目のように走っている

ので、体力のある人は活用すること＊ノーカーデーな

どまず学校関係者が率先して行う（月１～２回）＊一

家に車は 1 台と規制を加える＊車を使用しない（頻度

の少ない）個人、企業への税金優遇、など 
 
■免許・罰則の対策（１６） 
＊高齢者の免許年齢制限を（５）＊違反者への罰

則強化（４）＊免許更新時の検査を厳しく（２）

＊ 免 許 更 新 時 の 再 教 育 。 歩 行 者 優 先 な ん て 死

語！！車利用自粛もしないと思う＊合宿免許は

考えた方がよい、など   
 
■信号の改善策（９） 
＊分離信号の普及をぜひ！（７）＊点滅信号で 1 度青

→赤（横断側）になると次の青まで時間が長く、信号

を待たずに横断する人がいるので改善すべき、など 
 
■マナー・交通安全教育対策（８） 
＊歩行者、自転車のマナー教育（４）＊歩行者優先を

社会の共通認識として確立する（学校教育で）、など 
 
■駐車対策など（５） 
＊路肩や歩道への駐車取り締まり。死角になって危険

（２）＊駐車場を増やす（２）＊軽四輪にも車庫証明

の提出を義務づける。夜間、軽四の歩道駐車が多い 
 
■総合的な対策・まちづくりなど（８） 
＊職住の距離とそれに伴う各層の交通利用の公的な計

画等が必要。土地利用と公共交通網への計画的構想が

必要＊自転車道路の確保。北欧やドイツのように町の

中心地まで車を入れない工夫、電車やバスに乗り換え

る工夫、信号待ちでエンジンをかならず切る工夫等々

＊住宅街の道路の狭い所、駐車場スペース等、街作り

との兼ね合いでトータルに考えて賢く＊規制ばかりで

は逆効果。行政組織全体の連携による改善策を＊ドイ

ツに習い対向車線のない道路での停車中のバス追い越
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しを禁止、対向車も徐行運転する。住宅地域へのトラ

ック・大型車の進入は許可制に、住宅地域の走行は徐

行運転にする。夏時間を導入すれば老人、子どもの夏

季の行動時間が明るい時間帯となり、人身事故が減り、

生活も自然になる。ドイツに前例あり。＊クルマでの

移動・所有が快適でないような街（道・制度）づくり

を。ハンプ〔クルマの速度低下を促すために設ける道

路の隆起〕、ロードプライシング〔一定区間内の走行は

有料とする〕、廃車代を上乗せしてクルマを高額化＊車

の利用は悪いこと（交通事故発生の可能性、環境破壊）

という認識を広めたり、「公共交通の運賃がマイカー

利用経費より安い」というしくみをつくる、など 
 
■現実の難しさ（１２） 
＊車が必要な人・場合もあるので総合的に考えないと

難しい（２）＊渋滞が起こりうる方法はかえって事故

につながる＊規制強化すると守らない車、人が出てく

るのでその対策が問題＊園の前は保護者会が一方通行

に決めて守っているが、園関係者以外には言えない＊

マナーの講習会に出ない人達が問題を起こすので、マ

ナー教育もあまり効果はない＊ハンプや蛇行路は危険、

時間帯進入制限は気づかれない面もある＊どの道路対

策も物流やドライバーの意識が変わらないと変わらな

い。運転者は歩行者のことは考えない人が大半＊走行

時間規制をすることで結局細い住宅街の裏道を通り抜

ける車で朝の通学時間帯が一番交通量が多い。車の流

れを広域で考慮して実施しないと解決しない、など 
 
■その他（８） 
＊道交法で規制されている速度を越えるスピードの出

る車を造らせない。自動車専用道の最高速度が１００

キロなのに何故１８０キロで走れる車を国内で造って

いるのか＊ハイブリッドカーを低価格で販売する＊デ

ィーゼル車に対する規制、など 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【８】の回答に関連して（会の所感） 
 

■■ 交通環境改善には、市民の理解も不可欠 ■■ 

 

アンケート では多くの 人が、歩車道の分離や生活道路へのクルマの進入規制、ドライバー の

マナー向上などを望んでいます。 

国土交通省 や警察庁で は、危険な歩行環境の改善を目指して、近年「あんしん歩行エリア 整

備」「事故危険個所対策」「歩車分離式信号設置」などの施策に取り組んでおり、各地の自治体

でも歩道の設置などが少しずつ進められています。 

しかし、ク ルマの走行 量が依然として多く、法規違反の運転をなかば黙認状態にせざるを え

ないような現状では、部分的な道路改善や交通規制だけでは、まち全体が安全になることは難

しいようにも思われます。一部道路に対策を施しても、別の道路での走行量が増えるケースも

あり得ます。また、通行規制などを無視して平然と通り抜けるクルマが多い実態は、テレビで

もよく報じられている通りです。人々が安全に安心して行き来でき、暮らせるまちにするには、

行政、クルマを使う市民、業界など社会全体で、クルマの使い方を見直していく姿勢が不可欠

のように感じられます。 


